
監査委員 告示 第 9 号 

 

地方自治法第 199条第 1項、第 2項及び第 4項の規定に基づき、塩竈市監査基準により監査を実

施したので、その結果を同条第 9項の規定により公表します。 

 

 

令和 3年 6月 4日 

 

                         塩竈市監査委員 福 田 文 弘 

                         塩竈市監査委員 香 取 嗣 雄 

 

 

定 期 監 査 結 果 報 告 書 

 

 

１．監査等の種類   

定期監査及び定期監査に合わせて行う行政監査 

 

２．監査等の対象 

議会事務局の財務に関する事務及びその他の事務 

（令和 2年度の定期監査時から令和 3年度の定期監査時までに実施したもの） 

 

３．監査等の着眼点 

 令和 3年度監査実施方針に基づき、財務に関する事務の執行が適正かつ効果的に行われているか、

各種の契約が公平性、透明性を確保しているか、公金収納が会計規則に則り適正に処理されている

か等を着眼点として実施した。 

 

４．監査等の主な実施内容 

事前に定期監査対象課から必要な資料の提出を求め審査を行った。監査当日は、歳入歳出の基礎

となる帳簿、書類、証書など事務事業の執行に関する書類等の提出を求め、必要に応じて関係職員

からの説明を聴取した。 

また、予算の執行、物品、財産の管理、契約･検収状況等事務事業の執行状況について、適法性、

効率性、適正性などの観点から監査を実施した。    

 

５．監査等の実施場所及び日程 

 監査事務局内、令和 3年 5月 13日(木)～同年 5月 14日(金) 

 

６．監査等の結果 

 歳入歳出の状況は、それぞれ別表に示したとおりである。財務に関する事務の執行、並びに事務 

事業の執行状況は、適正に執行されていると認められた。 

 

 



【会計区分：一般会計】

　歳出の部

　　　令和3年5月13日現在

款.項.目 目 名

1. 1. 1 議 会 費

　※歳入の部は該当なし

（単位：円）

予 算 配 当 額 支出負担行為済額 残 額

168,760,000 56,799,985 111,960,015

議　　会　　事　　務　　局

　　　合　　　　　　　　　　　　計 168,760,000 56,799,985 111,960,015
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